
















1

付録

運転者の皆さんは、青信号で交差点を進行していれば、仮に事故を起こしても、「信頼の原則」
＊１によって、運転者は責任を問われないと考えてはいませんか。

この点について、過去の判例、分析に基づいて交通事故捜査の在り方を記述している本（清水

勇男、岡本弘共著『交通事故捜査の基礎と要点』）では、

とあります。つまり、歩行者が赤信号無視で横断したという過失があったとしても、運転手側は

横断歩道上を含む前方の安全確認を怠った過失は免れないということになり、特に横断歩道を通

過する際は、「歩行者保護」を考えて運転しなければならないと解釈できます。

また、歩行者優先を統計上のデータから見ると、信号に従い進行してきた自動車が、赤信号無

視で横断歩道横断中の歩行者と衝突して、死亡事故を起こした場合でも、３６％＊２の割合で自動

車側の過失が大きいと判断されています。事故の要因は色々ありますが、自動車側が青信号だっ

たとしても、横断歩道横断中の歩行者に対して注意をしなければならないことが分かります。

交通事故における過失割合は、事故現場の状況等で個別的に判断され、一律にこの解釈が当て

はまる訳ではありませんが、少なくとも横断歩道に対する歩行者優先の原則は理解して頂けたと

思います。これらを踏まえてもう一度、教習所で習った安全確認の方法を思い出し、日々の運転

で実践して頂ければと思います。

＊１ 「信頼の原則」とは、一般的には、行為者がある行為をなすに当たって、被害者あ

るいは第三者が適切な行動をするであろうと信頼するのが相当だという場合には、た

とえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、そ

れに対して責任を負わないとする原則＊３

＊２ 平成２０年～２４年に発生した死亡事故で、自動車側が第１当事者となった割合

【引用文献】

＊３ 清水勇男、岡本弘共著『交通事故捜査の基礎と要点』（令文社、２００６年）

「車両対歩行者の事故の場合は、・・・信頼の原則が適用されない（適用

されるとする説もあるが賛成できない。）ことはもとより、被害者側に落

度があっても加害者側の過失は否定されないのが原則である。この理は、

特に横断歩道上の事故において鮮明であり、歩行者の聖域を侵した者と

して、加害者側の過失はほとんど免れないのが横断歩道上の事故の特徴

である。」＊３

「信頼の原則」と「歩行者保護」について
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